
ニセ警察詐欺による高額被害の発生！（6／20） 
 

 ６月14日、札幌市内居住の70歳代女性宅の固定電話に通信会社社員を名乗る
女から「携帯電話の料金が未払いです。」と電話があり、その後、警察官を名乗る男
に電話が代わり、「マネーロンダリングに関与している疑いがあり、預貯金の紙
幣を調べる必要がある。」などと言われた。 

 その後、犯人からの指示で、ＳＮＳの画面共有機能を利用し、被疑者が
決めたパスワードでネットバンクを開設し、開設したネットバンクに入金した現金約
1,000万円をだまし取られる被害が発生しました。 

 

 ※  警察はＳＮＳやメッセージアプリで連絡することはありません。 

   警察は捜査の名目で金銭を要求することはありません。  

 

 被害防止のポイント、 

○ 警察官を名乗る者から連絡があった場合は、警察官の所属・名前を確
 認した上でいったん電話を切って、警察相談専用電話♯9110やご自身で
 調べた警察署等の電話番号に相談してください！ 

 

  

【金融機関の皆様へ】 

○ 詐欺被害者は、高額現金を引き出したり、振り込んだりすることが予想されます。
  声掛けやモニタリングを強化していただき、不審な取引等を認めた場合は、積極
 的な通報をお願いします。 

 

【すべての事業者等の皆様へ】 

○ この情報は、できる限り多くの道民の皆様に伝達できますよう、傘下企業、ご家
 族、ご友人、お知り合い、ご近所の方に対して転送するなど、広く情報提供をお願
 いします。
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